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第２回葉山町子ども・子育て会議 議事録 

 

１ 開催日時 

平成 25年９月９日（月）13時～15時 

 

２ 開催場所 

葉山町教育委員会 会議室１ 

 

３ 開催形態 

公開（傍聴者なし） 

 

４ 出席者 

（委員） 

鈴木力会長、武谷廣子副会長、松尾真弓委員、角井行雄委員、柴田みゆき委

員、木下智美委員、横田眞澄委員、森田千穂委員、倉上みゆき委員、井上恵子

委員、菅原美子委員、鈴木佳野委員、山浦彩子委員、守屋浩子委員、中世貴三

委員、加藤智史委員、佐藤弘美委員、沼田茂昭委員（18名出席） 

 

（欠席） 

野北康子委員、寺田勝昭委員（２名欠席） 

 

（事務局） 

子ども育成課 課長 仲野美幸、課長補佐 今山健二、主査 大圃拓磨 

 

５ 会議の議題 

（１）電子システム構築のための事前調査（就学前児童ニーズ調査）の実施 

  について 

（２）就学後児童ニーズ調査の実施について 

（３）情報提供 

① 葉山町保育所設置運営法人募集の状況について 

② 待機児童解消加速化プランについて 

③ 学童クラブ利用者アンケートの結果について 

 

６ 議事 

（１）開会 

（事務局） 
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定刻になりましたので、第２回子ども・子育て会議を開催します。本

日は、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。事前に欠席

の連絡をいただいているのは、野北委員と寺田委員の２名です。18名の

出席があり、定足数を満たしております。 

はじめに子ども育成課長からあいさつをいたします。 

（子ども育成課長） 

皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがと

うございます。第１回目の会議の議事録と意見照会ですが、資料をそろ

えて送るのが遅くなったことをお詫びします。遅くなったにもかかわら

ず、皆様方に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。また

後ほど説明させていただきます。今日の会議では、特に調査票のイメー

ジについて協議する時間を長く設けていますので、活発なご意見をよろ

しくお願いいたします。 

（事務局） 

配布資料の確認をいたします。 

（資料の確認） 

それでは、ここからの進行を会長の鈴木先生にお願いします。 

 

（２）前回会議の確認 

（会長） 

皆さんこんにちは。葉山町の子ども・子育て会議の２回目となります。 

では、事務局から前回の確認についてお願いします。 

（事務局） 

前回の確認をさせていただきます。 

まず、参考資料として、１回目の議事録をお配りしています。事前に

委員の皆様に文書で確認をさせていただき、ご指摘のあった部分は修正

しておりますが、もう一度確認をお願いします。名前は特定されないよ

う役職や委員のみの表記とさせていただいています。差し支えなければ、

近日中に町のホームページに掲載いたします。 

次に、前回議論した内容について、文書により意見照会をさせていた

だきました。内容ごとに事務局でご意見を振り分け、対応案を示したの

が資料１になります。照会したのは、①運営方法とスケジュール、②子

ども・子育て関連３法、③ニーズ調査の実施、④次世代育成支援行動計

画、⑤その他全般についてです。３つ目のニーズ調査については、調査

票の議論の際にあらためて触れさせていただきます。いただいたご意見

も、調査票に関する意見をまとめた資料２で整理しています。ここでは、



3 
 

それ以外の議題について説明します。 

資料１の１ページと２ページですが、会議の運営についてご意見をい

ただいたものです。会議は今年度あと２回予定していますが、冬休みと

春休みを避けて、10 時から 15 時の間で開催を検討します。毎回、会議

の終わりに日程調整させてください。また、会議の資料を事前に送付し

てくださいという意見もいただきました。できるだけ早く、目安として

は会議の３日前ぐらいには送りたいと思います。それから、会議中はな

るべく委員全員から意見をいただくようにというご意見もあり、できる

だけ時間をとり皆様の意見をお聞きしたいと思います。 

次に、資料２の３ページ、４ページの子ども・子育て関連３法につい

ては、まだ制度がよくわからないという意見が多数ありました。今後、

パブリックコメントなども予定しており、町民の方にもわかりやすく伝

えていかなければならないので、事務局の方でも工夫して情報提供して

いきたいと思います。 

その関係で整理番号 1－2－10 で、保育、認定こども園は、新制度で

も両親の就労が条件ですかというご質問がありました。これは現在、国

で検討が進められているところで、国の基準が示された後に町で具体的

な基準を決めていくことになります。皆様にもご意見をおうかがいする

ことになりますので、ご協力をお願いします。 

次に、資料２の５ページから７ページの次世代育成支援行動計画につ

いての意見です。まず、整理番号 1－3－1 の 14 についての質問で、こ

ちらは障害のある子どもの学童クラブへの受入れについて表記がずれ

ているというご指摘です。前回も説明したとおり、学童クラブで実際に

特別支援学級の子をたくさんではありませんが受け入れています。該当

箇所は「一部実施」ということで、今回あらためて表記を整理させてい

ただいています。 

また、整理番号 1－3－6の放課後の子どもの居場所の検討についてで

すが、こちらは現在、児童館と学童クラブの運営が中心になっています。

過去に小学校で子どもの居場所づくりを検討し、試験的に実施したこと

がありましたが、希望者が少なく、廃止となっております。現状、児童

館と学童クラブのみとなっています。 

次に、整理番号 1－3－7の葉山町子育て地域教育会議はどのような内

容ですかということですが、会議は、学校関係者、幼児教育関係者、家

庭教育関係者、地域関係者、学識関係者、行政関係者等で構成されてお

り、毎年度テーマを設定し、講演会やシンポジウム等を行っています。

今年度もすでに１回開催されています。ただ、開催状況については、対
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外的な公表は行っていないとのことです。 

次に、整理番号 1－3－8の特定保育はなぜなくなったかということで

すが、これは待機児童の解消を優先するため、これまで特定保育にあて

ていた保育士１名分を通常保育にあて、通常の保育の受入れ人数を増や

したためです。 

整理番号1－3－11の子どもの遊び場の整備･充実について何を実施し

ていますかということですが、公園の遊具の設置や安全管理を実施して

います。遊具については、計画的に更新させていただいています。 

それから、整理番号 1－3－12 の家庭教育セミナーの中止はなぜです

かという質問がありました。この事業は、もともと平成 17 年度から 21

年度までの前期計画に位置づけられていたもので、実は平成 22 年度か

らは他の同じような事業と統合されています。そのため「中止」という

表記になっています。本来、後期計画の策定時に整理すべきだったので

すが、そのまま残してしまったためにこのような形になっています。 

整理番号 1－3－13 の国際理解教育の実施についてですが、町独自で

英会話指導員を補助教員として配置しています。 

整理番号 1－3－14 では、次世代育成支援は、すべての子どもを対象

としていますが、具体的にここでいう子どもとは何歳までですかという

質問と、子ども・子育て支援は何歳まで対象かという質問がありました。

次世代育成支援行動計画は、18歳未満のすべての子どもが対象です。そ

れから新しい子ども・子育て支援計画の主たる対象者は、就学前の子ど

もがとなります。そして放課後児童クラブについて、これは小学校１年

生から６年生になりますが、市町村独自で検討してよい対象ということ

になっています。 

また、そのほかに様々な自由意見をいただいており、９ページ、10ペ

ージに記載させていただいています。こちらも趣旨はそのとおりで、町

としても検討を急がなければいけないと考えております。 

既に実施しているものを説明しますと、10 ページの整理番号 1－5－

11 の災害時のアレルギー対応物資が確実に届く経路の確保についてで

すが、今年の５月に石井食品と協定を締結しています。災害時に町にア

レルギー物資を提供していただくようになっています。 

（会長） 

今、説明していただいたことについて質問等はありますか。 

（委員） 

最後の石井食品との提携は、どのような内容か何かで知ることはでき

ますか。 
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（事務局） 

細かい内容を調べます。 

（委員） 

私が整理番号1－3－11の子どもの遊び場の整備･充実に関する質問を

したのは、３年前に葉山へ引っ越してきて公園の少なさにびっくりした

からです。子どもをいったいどこで安全に遊ばせたらよいか困りました。

買い物の帰りにちょっと公園へ行こうという場所がない。わざわざ葉山

公園とか車でどこかへ行かないと公園がない。それを施設整備が充実し

ているというのが疑問でした。旧役場とか空地を公園に使うことができ

たらと思います。 

あるとき南郷公園の道具が全部使えませんでした。ただでさえ公園が

少ないのに、その遊具が使えなかったら小さい子はどこで遊べばよいの

でしょうか。小さい子に海へ行っておいでとか山へ行っておいでという

わけにもいきません。 

点検を行っているのかという質問ではなくて、今後、充実させていく

つもりがあるのですかということを聞きたかった。それをやっています

といわれても役所的に感じてしまいます。 

（事務局） 

担当の都市計画課に確認したところ、遊具は計画的に点検されていて、

使える状態になるよう努力しているとのことでした。新しい遊具をそろ

えるのは予算的にかなり難しいとのことです。公園を増やせるかなどに

ついては確認していません。確認して次回にお答えしたいと思います。 

（会長） 

公園に限らず、子どもの遊び場として気軽に行ける場所は少ないので

すか。 

（事務局） 

まず、先ほどの質問についての補足ですが、葉山公園は県立公園なの

で葉山町のものではありません。南郷公園は葉山町です。 

実は私もびっくりしたのですが、町内に公園は、数的には児童遊園と

いうものを含めて、62箇所あるということなのです。住宅を造成した場

所の中に公園があり、そういうものを数えて、都市計画課では 62 箇所

あるとのことです。なかなかみつけられない場所もあるかもしれません

が、そこにある遊具に対しては、定期的に点検をしています。 

また、今年は、町長も遊具を少しずつ増やしていくと話しています。

この審議会で最終的な報告書を出すときに、その部分を強調することは

可能だと思います。 
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（委員） 

遊び場について、小さいお子さんの遊具もそうですが、ゲートボール

場も怒られながら使っています。ボールをけったりする場所が少なく、

近所からはあまり騒いではいけないという中で遊んでいる。グループで

遊んだり、草野球をしたり、みんなで遊べる場所が少ない。制約のある

中で子どもたちが遊んでいる現状があります。 

（委員） 

私は、葉桜に住んでいて、川久保から葉桜に上がって行く途中に、誰

もいないひっそりとした公園があります。道路の上にあり人目につかず、

昼も暗くて危ない公園です。にこにこ保育園さんが利用しているぐらい

だと思います。そういう目につかない公園はいらないです。そういう公

園を洗いだして、公園の場所を精査して、明るい公園を優先して整備し

てほしいです。 

それから、御霊神社の脇を入ったところにも小さい公園があり、町探

検をしたときに公園の存在をはじめて知りました。草がぼうぼうで、ベ

ンチが一つだけあり、夜な夜な中学生が集まるといううわさもあるひっ

そりとした公園です。調べてください。そういう危ない公園を整理して

いけばよいと思います。 

（委員） 

参考でよろしいでしょうか。前回の会議で配られた次世代育成支援行

動計画の 70 ページをみてください。子育てしやすい地域をめざしてと

いう基本目標のところですが、就学前の子育てで問題となることという

ことで皆さんにアンケート調査した中で１位が安心して子どもを遊ば

せる場所がないことになっています。1 位なのです。41.9％です。そし

て、実際の計画の実施状況をみると、「継続実施」になっています。町

の担当は、都市計画課と生涯学習課です。そのときの会議には、生涯学

習課、都市計画課の人もいて「継続実施」になりました。 

しかし、今お話がありましたが、現状はそこまでいっていないという

現場のお母様方の意見が本当なのだと思います。机の上で 62 箇所ある

といっても、使われていなければないのと同じです。ぜひ、そのあたり

は、貴重な意見を３人からいただいたので、町としても考えて強く打ち

出してほしい。 

（委員） 

保育園で行かせていただくには、いい公園がいっぱいあるのですよね。

広かったり散歩したり、みんなで行ってみんなで帰ってくるにはいい場

所がいっぱいある。でも、やはり気軽に行けるところは少ないかもしれ
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ない。どこかの坂の上とかベビーカーで足をのばしていくのは、確かに

大変かなと思います。堀内で集まったりする公園は、比較的、便がよか

ったり平地だったりします。 

ただ公園が 62箇所あると言われても、それは違うかなと思います。 

（事務局） 

この会議で今後の答申をまとめていくときに、その部分を盛り込んで

いきたいと思います。あとは、ニーズ調査のときに、項目として今はの

せていないのですが、どうしましょうか。 

（会長） 

葉山は、今、子どもが公園で遊べなくなっていて、子どもがうるさい

と近隣から言われ、ボール投げをするような場所もない。それは大きな

問題です。62箇所あればそこで何ができるか。もっと具体的な整備が見

えてくるといいのではないか。年齢に応じたもの、例えば、幼児、学童、

遊びの展開のことを含めて、この会議の中で共通理解できればよいので

はないかと思います。 

（委員） 

確認ですが、検討しますというのは、ここで検討ですか、町で検討で

すか。 

（事務局） 

ここで検討です。ここでは、今後、町がどうしたらよいかということ

を考え、町の施策にいかしていきたいと思います。 

（委員） 

５ページの整理番号1-3-6の過去の小学校の居場所づくりはいつぐら

いのことですか。 

（事務局） 

平成 22年 10 月から平成 23年 3月までの半年と平成 23年４月から９

月までの半年で、通算で１年間実施しました。葉山小学校の第２音楽室

と体育館をお借りして、葉山小学校のお子さんだけに限って試行的に実

施しました。ただ、曜日が限られていたりして使いづらいこととか、１

回お家に帰った子は児童館の方へ遊びに行ったりとか、結果として登録

するお子さんは少なかったです。１回に１人とか２人の利用のこともあ

りました。その結果、今の施設を使って続けるのは難しいということに

なり、継続実施はしていません。 

（委員） 

上の子が小学校の頃に実施されていましたが、利用していませんでし

た。おそらく小学校側と子ども育成課側の施設の管理の問題だと思うの
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ですが、利用する子どもは、放課後、室内で遊びなさいと言われていま

した。子どもとしては外で遊びたいこともあるけれど、それは認められ

ず室内限定です。上の子も最初行く気でしたが、登録やそのやりとりも

面倒だったようで、行きたいと言わなくなりました。子どもには自由度

がなく、不人気だったと思います。 

（委員） 

これから、長柄小学校とか一色小学校で実施する予定はあるのですか。 

（事務局） 

室内限定だったのは、校庭で遊ぶと目が届かなくて危ないからです。

一色小学校は、帰宅後、自由に遊びに来ています。 

（委員） 

学校は、一度帰ってから、また学校へ来るのはかまわないです。低学

年の小さい子は危ないので、親も一緒に来ていただくことが多いのです

が、高学年は子どもだけで来て、17時のチャイムを目安に遊んでいます。

家に帰らずそのまま学校にいるのはだめです。 

（事務局） 

葉山小学校で実施したきっかけは、学区が広くそのまま学校にいたい

という意見があったためです。葉山マリーナの方から来ている子たちは

家に帰ってもう一度学校に来るのが難しく、でも学校で遊びたいという

子がいた。また、校舎以外で建物があるところも葉山小学校だけでした。

第２音楽室で本を読んだり、宿題をやったりして、外で遊ぶのは難しい

ので、代わりに体育館で外と同じような遊びができるようにしていまし

た。第２音楽室と体育館と２つが使えるのは、そのときは、葉山小学校

だけしかなかったのです。 

また、それで残っているのか、ただ帰らないだけなのか、お子さんの

区別がつかないと学校も困るということで、学校側と話し合って規則を

つくりました。それが子どもたちや親御さんにとって、面倒なもの、堅

苦しいものになったのかもしれません。 

（委員） 

長柄小学校も不便です。学童も、葉桜児童館は下っていかなければな

らない。小さい子たちは児童館まで遠いので、学童に入れにくいです。

逗子みたいに学校で学童をやってほしいという意見のお母さんは多い

です。 

７ページの整理番号 1-3-14 の対応案で、１～６年生については市町

村独自で検討するとあります。やはり働いているお母さんは多いので、

そうした今のニーズをふまえて、逗子みたいにふれあいスクールがあっ
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たらいいと思います。 

（委員） 

今の話は大事です。保育園を卒園した子がすごく心配です。横浜の浜

っこスクールのようにぜひ学校でやれればと思います。留守家庭だけで

なく、そうでない子も学校で過ごせるのが大事です。学校側も責任の問

題を明確にしないと受けられないと思うので、事故の責任を誰が負うの

かしっかり議論し、人の問題と入れ物の問題の両方をうまくやりたい。

保育園の問題だけではすまないと思います。 

（委員） 

私は、３年前に葉山に引っ越してきました。１番上の子どもが１年生

まで横浜にいました。浜っこでは、学校に残って自由に遊べます。校庭

も体育館も利用できます。ランドセルをおく場所があり、そこへまず行

って、はんこをもらった子が帰りの時刻まで自由に外でも遊べます。 

また、上の学年の子と遊べ、交わる貴重な場でした。 

横浜では人気で、８時半から 18 時までやっていて、普通に無料で遊

べ、普通に親は働けた。そういううまくいっているところを参考にした

り、ヒアリングしたらよいと思います。もう少し考えて、１回やってう

まくいなかったからやめるのというのでは、ちょっとがっかりします。 

今、やっと子どもが学童に入れましたが、学校と家の間に学童があり、

わざわざそこを通り過ぎてまた行くのはいやだと子どもは言っていま

す。それなら家の周りで待っていると。子どもにとっても学校に残り、

そのままいた方がたぶん幸せで安全だと思います。それをもう一度違う

形で考えてほしいです。 

（会長） 

子どもの遊び場はすごく大きな問題です。これから実施するニーズ調

査でも反映できればいいと思います。具体的に、今後、葉山で遊び場を

どのように作っていくか、検討事項として考えていく必要があります。 

 

（３）議題 

① 電子システム構築のための事前調査（就学前児童ニーズ調査）の実施に

ついて 

（会長） 

次に、議題１の電子システム構築のための事前調査（就学前児童ニー

ズ調査）の実施についてお願いします。 

（事務局） 

それでは、電子システム構築のための事前調査（就学前児童にニーズ
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調査）の実施について説明します。 

１回目の会議の後に、ニーズ調査についてご意見を照会しました。そ

の対応案を示したものが資料２です。そして、実施の概要をまとめたも

のが資料３です。国の子ども・子育て会議の議論を受けて、自治体に最

終的に示された調査票のひな形が資料４です。そのひな形に皆様の意見

を反映したものが資料５です。新制度に移行する中で、量の見込みの把

握に必要な項目は国から青字で示されています。そのほか町で一部付け

加えた部分はオレンジ色で表記しています。 

まず概要について説明します。資料３をご覧ください。第１回の会議

にお示ししたものから加筆してあります。 

調査対象は、前回、全数調査で実施予定と説明しましたが、そのあと、

世帯に一つの調査票でよいのではという意見をいただいています。これ

については、事務局でいろいろ検討した結果、当初の方針どおり、児童

ごとに送付させていただきたいと思います。 

国の提示する調査方法では、０歳から２歳、３歳から５歳に分けて調

査対象者を抽出し、郵送で調査書を送付・回収することが前提になって

いました。葉山町では、前回の次世代育成支援行動計画をつくる際の調

査を全数調査で実施しましたので、今回も全数調査で行う方向で検討を

進めてきました。予算も全数分でとっています。ご存知のとおり葉山に

お住まいの方は兄弟が多いです。それでいて世帯数は限られています。

世帯に１つ送るとすると、兄弟のうち１人を無作為に抽出するのが非常

に難しくなります。課の中で議論しまして、誰を選ぶかで調査の正当性

にも影響してしまうのではないかという話になりました。はじめから抽

出調査で検討を進めていればまた違ったのですが、途中まで全数で進め

てきたので、そこからやり方を修正するがすごく難しい。最終的に、無

理に世帯の中から一人を選んで調査の信頼性を損なうよりも、手間はか

かっても児童ごとに送付する方がよいだろうという結論になりました。

この点については、負担が大きいとの意見をいただけていますが、今の

経緯でご理解いただければと思います。 

基本的な調査項目は、資料４の国の調査票に示されています。県と協

議しまして、原則として国の調査票どおりに実施します。県の子ども・

子育て事業計画の元になるのが市町村の調査なので、その項目にばらつ

きが出ると県の計画が作れなくなるということでした。大まかな部分は

いじらず、町の独自質問を加える場合は、回答する側の負担も増えるの

で、24ページ以内でおさめたいと考えています。 

実施時期は、町民に周知した後、11月の実施を考えています。９月に
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集計・分析を行う業者を選定します。小学生については、学童クラブに

関する項目を中心とした調査を別途実施します。 

次に、資料２をご覧ください。皆さまにいただいた意見をふまえた対

応案です。調査の実施方法については、世帯に送るか児童ごとに送るか

に関する意見が多かったのですが、先ほども説明したとおり児童ごとに

調査票を送る方向で考えています。 

次に、質問項目の表現についてですが、意見をふまえて、資料５の調

査票案に反映させていただいています。次に、独自の質問についての意

見ですが、基本的にはいただいた意見を盛り込んで資料５の調査票案に

反映させています。 

資料２の 11 ページは、調査に関する自由意見をまとめたものです。

その中で実施時期は全国一斉ですかという質問がありましたが、国が考

えている標準的なスケジュールでは、12月に県へ集計結果を報告するよ

うになっています。県内の市町村では、横浜市が先行して実施していま

すが、他の市町村はだいたい 10月から 11月ごろの実施予定になってい

ます。 

資料５が現時点での町の調査票案です。青字の部分は量の見込みの推

計に必要な部分です。町で書き加えた部分はカラーバリアフリーの観点

からはオレンジ色の表記にしています。 

１ページが、回答するにあたっての注意事項、お住まいの地域を葉山

町にしています。 

２ページの用語の定義については、不足しているところを書き加えて

います。認定こども園について、０歳から５歳が対象ですかと質問があ

りましたが、認定こども園は、幼保連携型、幼稚園型、保育園型、新幼

保連携型といろいろあり、どれになるかで対象年齢が変わってきます。

国が特に年齢指定の記載をしていなかったのも、おそらくそうしたこと

をふまえたものと思われます。そのため、この部分での反映はしていま

せん。 

次に３ページ、お住まいの地域は、葉山町の字を選択肢１から６まで

反映させています。 

次に、宛名のお子さんとご家族の状況について伺いますというくくり

があります。兄弟が多くて困っていることを把握した方がよいのではと

いう意見があり、問３の次に、「きょうだいが多くて困っていることが

ありますか」という自由記入欄を設けてあります。 

それから、３ページの一番下に「お住まいのご自宅についてお答えく

ださい」という質問を加えています。どれくらいの人が持ち家なのかを
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把握することで町への定着の度合いがわかり、保育の数の見込みに反映

できるのではという意見があったためです。 

次に５ページです。新しい質問として、「子育てをする上で困ってい

ることは何ですか」という問いをつくりました。この選択肢は、皆様の

意見をふまえて事務局で考えました。 

次に、「子育てについてどのような相談先があるとよいですか」とい

う設問を入れてあります。選択肢はやはり事務局で考えました。 

それから、子育ての担い手に関することで、「子育てが落ち着いた後、

町内で子育ての担い手をする気持ちはありますかと」いう設問をつくり

ました。「あり」の場合の関わり方として、「保育士」、「ファミリー・サ

ポート・センター」、「その他」という選択肢にしました。 

次に、８ページ、平日に定期的にどれだけ保育のサービスを利用して

いるかというカテゴリーですが、問 15-1 で、利用されている方にどの

ような事業を利用しているかという設問があり、「幼稚園」、「幼稚園の

預かり保育」、「認可保育所」、「認定こども園」、「家庭的保育」、「事業所

内保育」、「自治体の認証・認定保育施設」、「その他認可外の施設」、「居

宅訪問型保育」、「ファミリー・サポート・センター」、「その他」とあり

こちらで若干修正をしています。 

幼稚園については、葉山町内にある幼稚園を補足として書き加えまし

た。認可保育所も同様です。４番目の認定こども園は葉山町にはないの

で、「葉山町にはありません」にしました。５の家庭的保育は、町内で

町が把握しているものはないのですが、国の示した選択肢なので残しま

した。７番目の自治体の認定・認証保育施設は、神奈川県の場合、「認

定保育施設」が該当し、その他にも横浜、川崎独自の認定保育施設がご

ざいます。ここでは、町内の該当する施設２つを書いています。９番目

の居宅訪問型施設も町では把握していませんが、選択肢として残してい

ます。次に 11 番目ですが、これらの選択肢に該当しないものもあるの

ではないのかという意見をいただき、「従来の幼稚園保育園の枠にはま

らない保育グループ」という選択肢をつくりました。 

次に、問 15-2 の設問で、「問 15-1 で複数選択した方は、その合計を

記載してください」というオレンジの書き加えがあります。２つ利用し

ているときは、問 15-2 で正確に記入できないということがあり、ここ

は県と調整したうえ、複数選択のときは、合計の利用時間を書いていた

だくことになっています。 

９ページは、実際に利用されている実施場所についての質問です。「葉

山町」と「他の区市町村」とになっています。これに関して、町外の幼
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稚園のバスをみかけるので、その動向を把握してはとのご意見があり、

「他区市町村を利用している理由は何ですか」という設問をつくりまし

た。保育所は、だいたいの場合は町内の保育所には入れないのが理由だ

と思いますが、それに加えて「通勤に便利」とか「質がよい」とか考え

られることを選択肢にしています。 

次に 10ページです。問 16の将来的に利用したいものはどれですかと

いう設問ですが、幼稚園、認可保育所については先ほどと同様に町内で

該当するものを反映しています。４番目の認定こども園は今現在ない状

況ですが、27年度に向けて幼稚園、保育所で移行するところがあるかも

しれないということで特に書き加えをしていません。８番目の自治体の

認定・認証保育施設について、県の認定保育施設は、新制度施行後はお

そらくなくなるのではないかと言われていまして、該当施設は書いてい

ません。そして、新しい選択肢として、12番に「従来の保育園、幼稚園

の枠にはまらない保育グループ」のカテゴリーを設定しました。 

次の教育・保育事業を利用したい場所についても、先ほどと同様で、

葉山町と他の区市町村、他の区市町村を選択した方についてはその理由

を確認しています。 

次に 11 ページの地域の子育て支援の利用状況です。地域子育て支援

拠点事業は、葉山町では「子育て支援センターぽけっと」があり、その

ことを反映しています。問 17-2 で地域子育て支援拠点事業と類似の事

業とあり、葉山町では「児童館・青少年会館のひろば事業」がおそらく

該当と思いますので、その反映をしています。また、「当該自治体」の

表記は修正もれなので、葉山町に直します。利用状況の選択肢ですが、

１週間、１か月以外の選択肢があってもよいのではというご指摘があり、

「１年あたり何回」という選択肢を付け加えています。 

問 18 も同じです。 

問 19 の地域にある子育て支援事業をどれくらい知っていますかとい

う設問は、葉山町の状況におきかえて書いています。国の示したものが

葉山では何に該当するかということで記入しました。「両親教室」、「離

乳食教室、すこやか育児教室、２歳児教室」、「３歳児育児グループ」、「教

育研究室、教育相談室」、「保育所や幼稚園の園庭等の開放」、「子育ての

総合相談窓口」、「子育て支援情報誌『葉みんぐ』」、「心理相談」、「その

他、個人・民間団体が実施する子育て支援事業」という選択肢を書きま

した。 

13 ページです。こちらはお子様の病気の際の対応です。問 22 の病気

で通常の事業を利用できなかったときどのような対応をするかという



14 
 

設問で、５に「病児・病後児保育を利用した」という選択肢があり、葉

山町ではこれに該当するものはあるのかという質問がありました。町と

してやっているものはありません。近隣でやっているのは横須賀市と鎌

倉市ですが、市民でないと利用できません。葉山の保育施設では、病児・

病後児の預かりはできません。ファミリー・サポート・センターで病後

児の方を預かる方法が町内にありますが、この整理をどうするかは、後

で相談させてください。 

次に 14ページで、問 22-5 の「休んで看ることは非常に難しい」と問

22-6 の「休んで看ることは考えられない」は表現がそろっていないとい

う意見がありました。この点については、県から指示があり「休んで看

ることは非常に難しい」に統一します。 

次に 15 ページの不定期の場合、また宿泊を伴う一時預かりの利用に

関する質問のカテゴリーです。16ページの問 24-１、これは問 24で「利

用したい」に○をした方への設問ですが、２の選択肢の「小規模施設で

子どもを保育する事業」は、おそらく子育て支援センターが該当すると

いうことで例のところに加えました。 

次が 17 ページになります。ここは、宛名が５歳以上の方で、小学校

に入った後の放課後の過ごし方についての質問です。葉山町の学童クラ

ブは、今、利用料をとっていませんので、その説明を追記させていただ

いています。それから、放課後子ども教室、こちらは文部科学省の補助

事業ですが、教育委員会に確認したところ町では該当する事業は実施し

ていなく、この後もやる予定はないとのことでした。存在しない事業な

ので、選択肢から削る方向で考えていまして、この後、県と相談して判

断します。 

次に 18 ページで学童保育を利用したい場合、どこがいいですかとい

う選択肢を加えています。今は一部の児童館と青少年会館で実施してい

ますが、それに加えて、「小学校」と「その他」を選択肢に加えていま

す。 

次に問 28 は、土曜日、日曜日、祝日の場合ですが、平日と同様、葉

山町での現状についての補足をしています。 

調査票の修正内容は以上です。 

はじめに話を戻しますと、基本的には全数調査で実施します。そして、

国の調査票に元からある質問は、表現の修正程度が可能です。回答者の

負担にならない範囲で、町の独自質問をいくつか加えますが、どのよう

な質問がいいか、そんなに質問をする必要があるかという観点でご意見

をいただきたいです。 
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（会長） 

ニーズ調査について、質問、意見はありますか。 

（委員） 

調査票の５ページ、担い手に関する質問ですが、子育てが一段落つい

た後という限定にするのですか。仕事をする上では、ブランクとか不安

がつきまといます。小さいお子さんがいて、自分の子どもを預けるとこ

ろがないから、担い手として活動したいけれどできない人もいる。これ

は、担い手を余計に狭める設問になっていると思います。 

（事務局） 

こちらは、前回の議論の中で、子育てに関する資格があっても、子育

ての最中はなかなか他のことには手が出しにくいという発言をふまえ

て、子育てが一段落したらという表現にしました。 

担い手をしてみたい気持ちが現在どれくらいありますかと変えるこ

とは問題ないです。 

（事務局） 

記名式ではないので、実際にその設問ではいと答えても仕事をオーダ

ーすることは難しいのですが、よい機会なので、どのくらい子育てを支

援したいと考えている人がいるのか知りたいという気持ちはあります。 

（委員） 

自分の子どもが預けられればやりたいという人もいると思うのです

が、そのあたりを条件付きで聞き取らないと、本当の数につながらない

のではという気がします。 

（事務局） 

「子育てが一段落した後、または現在」という表現にすればよいでし

ょうか。その言葉だけいれれば大丈夫でしょうか。 

（異論なし） 

（委員） 

５ページの一番下のどのような関わり方を考えていますかという選

択肢に、学童員を加えてもいいかなと思います。 

（委員） 

学童員は資格はいりますか。 

（事務局） 

現在、葉山町では、児童館、学童クラブで非常勤として 29 時間程度

働いている人については、保育士、幼稚園教諭、小中学校教諭等のいず

れかの資格を持っていただいています。児童館の開いている時間にシフ

トで入るアルバイトさんについては、資格は特に問うていません。 
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ただ、今後は質の高い教育を目指すということで、学童クラブも資格

を持っている人に担ってもらい、また、今働いている人に資格をとって

もらうという流れはあります。 

（委員） 

そうしたら幼稚園教諭も必要ですよね。保育園と幼稚園は資格が別で

す。資格的にあるなしの把握は必要と思います。 

（事務局） 

幼稚園教諭と学童員を追加します。 

（会長） 

他にはどうですか。 

（委員） 

16 ページの問 24-1 の選択肢２と選択肢３の例示が同じと迷われるか

なと思いました。 

（事務局） 

わかっている人はわかりますが、そうでない人はわからないかもしれ

ませんね。 

（委員） 

選択肢と例示を入れ替えるとわかりやすいのでは。例えば、１番の選

択肢では幼稚園、保育園等が先で、その後カッコして説明が入る形の方

がよいと思います。 

それと３番の選択肢の例、ファミリー・サポート・センターのセンタ

ーはいらないかと思いますが。 

（委員） 

２番の小規模施設で子どもを保育する事業というのは、ぽけっとの一

時預かりだけですよね。ちょっと勘違いします。 

違いは書いてあるので、子育て支援センターの中にファミリー・サポ

ート・センターがあることを知らない人には、別とわかります。逆にわ

かっているけれどあまり利用していない人がちょっと混乱するかもし

れません。書いてあること自体が違うことなので大丈夫ではないかと思

います。 

（会長） 

ファミリー・サポート・センターという事業名なので、センターは省

略できません。 

（事務局） 

建物があるかないかの問題ではなく、そういう事業名です。 

（会長） 
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３の選択肢の事業名はそのままになりますね。最初のところで平たく

説明をしておくのはどうでしょうか。 

（事務局） 

２ページの用語の定義にファミリー・サポート・センターの説明を入

れます。でもこうやってめくってみていると忘れちゃいますね。 

（会長） 

でも、そうした方が親切です。 

（会長） 

他にはどうでしょうか。 

（事務局） 

資料２に皆さんからいただいた意見で「検討します」と書いてあると

ころをできるだけオレンジ色で記入してあります。私の意見が入ってい

ないとか、こういう主旨ではないとかあれば、ご意見いただきたいと思

います。また、この間は意見を出さなかったが、こういうところも入れ

てほしいとかあればご自由に言っていただいてかまいません。例えば、

今日お話のあった学童クラブのこととか公園のこととか。 

（会長） 

資料２の意見をできるだけ反映していれてほしいと思います。 

（事務局） 

調査前に顔を合わせるのは今回が最後ですので、遠慮なくどうぞ。 

（委員） 

公園のところはこの調査でやるとしたらどのような形になりますか。 

（事務局） 

質問の分類としては、調査票の４ページから５ページの「子どもの育

ちをめぐる環境についてうかがいます」という部分に盛り込むのがいい

のかなと思います。 

（事務局） 

５ページの「子育てをする上で不安に感じている、困っていることは

何ですか」という質問に、公園や子どもの遊び場に関する選択肢を入れ

てはどうでしょうか。 

（事務局） 

それに関連して、問 11 の下に作った２つの質問は、事務局でも聞く

必要があるのかあまり自信がありません。逆にこれがいらないというこ

とであれば、公園に関する具体的な質問をつくることもできます。 

（会長） 

２番の選択肢で食事とありますが、家庭の食事ですか、給食も含まれ
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ますか。 

（事務局） 

意図しているのは、家庭です。 

（会長） 

この問の３番の運動とは何ですか。 

（事務局） 

この設問の元になっているのは、資料２の整理番号 2-3-24 のご意見

です。趣旨を反映しようと事務局で加工しましたが、運動というのは、

本当は運動ケアです。 

（会長） 

乳幼児のお子さんに聞くのであれば、運動ではなくて遊びの環境につ

いて聞くのがよいです。 

（事務局） 

そうすると相談先についてよりも遊べる場所についての設問をつく

る方がよいですか。 

（会長） 

遊びの環境はどうですか。 

（委員） 

遊びというのは、場所だけの問題ではありません。遊び方とか遊ぶ道

具とかどうやって子ども同士で関わるとかいろいろ問題があります。 

（会長） 

発達過程の遊びがどこまで含まれているのか。ここだけで聞くのなら

子どもの育ちとかがよいと思います。 

（事務局） 

そうすると子どもの発達状況の上に公園を持ってくるイメージです

か。 

（委員） 

基本的に把握したいのは、遊び場で困っているかどうかと、あと他に

いろいろ広がってしまうかもしれませんが、実際に公園が 62 箇所ある

のに何で困っているかですよね。どのようなことを求めているのかとい

う点まで聞くのであれば、ここに遊び場と書いても次の質問が必要にな

ると思います。 

（事務局） 

困っていることを聞く設問を広くつくり、そのあとに場所の問題で具

体的な設問を作るというイメージで大丈夫ですか。 

（委員） 
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どのような困りごとがあってそれを施策やサービスに結び付けてい

くということで考えるのならば、皆さんのお話にあった居場所について

聞いた方がよいのではと思います。 

あとボリュームがかなりありますよね。これは回収率 70％が目安との

ことですが、そこまでいきますか。 

（事務局） 

前回は、この程度かもう少し厚かったかと思います。まずは、就学前

のお子さんについては、今はこれだけと考えています。 

（会長） 

今のところを整理すると、事務局では、資料２の９ページの整理番号

2-3-24 の相談先や話し合う場についてまず設問にした。これよりも、今

回のニーズ調査の中では、子どもの遊びあるいは子どもの居場所として

子どもの遊び環境に関して聞いた方がよいのではないかというように

なった。よろしいでしょうか。 

（異論なし） 

（会長） 

他はどうでしょう。 

（委員） 

今の５ページの「子育てが一段落したあとの担い手になってみたい気

持ちはありますか」という設問ですが、自分の子どものことを放ってお

いて、他の子のことにはなかなか頭がいかないと思います。 

私の領域で考えられていることですが、潜在的な看護師を探すときに

どうやって探すかというと、今仕事から離れているから、またはもう忘

れているからできないなどの理由があります。ですから、教育を受けら

れる場があれば、やってみてもいいという人がいっぱいいると思う。隠

れた担い手を探し出せるような、もう一歩踏み込んだ質問がほしいです。

国の施策でも保育の担い手がいないという話がありますし、町としても

保育園で保育士さんがいないという話をたまに聞きます。研修や講座が

あったら受講しますかとか、そのような質問があってよいと思う。 

資料２の７ページの整理番号 2-3-5 で、保育者というのはカッコして

祖父母になっています。一時預けをするときに、祖父母が近場にいれば

皆さん利用されている。場合によっては、友人にお願いせざるを得ない

こともあります。預かる方の支援、例えば講座とかがあれば、お願いさ

れる側も気持ちよく引き受けられると思うのです。隣の子も引き受けら

れるというお年寄り、お友達がもっといてもいい。学ぶ機会をつくって

看護師さんを拾い出すということもありましたので。 
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お母さんの気持ちも大切ですが、即戦力にはならないかと思います。

ここであると書いたとしても、子育てが一段落するのはいつのことです

かとも思うし、今ほしいですというときに拾い出せないかなと思います。 

（委員） 

ファミリー・サポート・センターの支援会員の養成講座は、お子さん

を預けたい方はどんどん増えているのですが、支援会員は毎年講座を受

けていますが、実際に活動できる方は限られてしまっています。今回は、

回覧板で回して広報にものせて、たくさんの方に来ていただきたいと声

がけしました。今年は申込みがとても多く、定員 20 名がすでに一杯に

なりそうで、定員を超えても受けていただこうと思っています。９月の

広報に児童虐待に関するページが随分あったので、それを見て私にも何

かできないかという思いをもたれた方もいたのではないかと。講座に関

する問い合わせでは、自分も小さい子がいるけどできますかなど、活動

していただけるかわからないけど気持ちを持っている方が多いと感じ

ました。 

（委員） 

種を蒔いて将来関わっていただくという考えは、非常に大事です。 

学童の「浜っこ」とか学校を使うことについて、そこでみる人がいな

いと町の方は言いましたね。町内会の連合会に行くと近場の顔も知って

いるようなお年寄りがいます。例えば、１人だと引き受けられないが、

運動場を３人シフトで組んでやれば責任は少なくなる。散らばっては困

りますが、意識を一つにしてやれば、学校側に交渉して町内会でみる人

がいると提案できます。 

それでも事故が起こったときにどうしたらよいかわからないから受

けられないという人もいると思います。そういうときに、先ほどのぽけ

っとの講座のようなことをやるととても有効だと思います。 

ただ利用していない、されていないというところで終わっているのが

大変残念で、受けられる人がたまたまいても、それを町でちゃんと活用

できていない。そういう環境が整っていないということが少し残念です。 

この調査は、子育ての現役のお母さん、お父さんが対象なので、おじ

いちゃん、おばあちゃんにはいかない。この調査に組み込めないにして

も、ちょっと別仕立てで、町内会や孫がいる祖父母など核家族でないと

ころ、そういう人を町で掘り出せるのではないか。保育の担い手を探し

たいなら、町内会にチラシを配ったりして希望者はいないか聞くことが

できます。よく登下校の旗を持った人を横須賀の方でも見かけますし、

支援とか担い手を探すやり方がちょっと抜けているかなと思います。 
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（事務局） 

この調査は就学前のお子様がいらっしゃる方に送付するので、別途、

対応を検討させていただきたいと思います。 

（会長） 

他にはどうですか。 

（事務局） 

事務局で不安があるところは、９ページの教育･保育の事業を受けて

いる場所についてです。他の市区町村を選んだ人にその場合、その理由

は何ですかというところで１～６まで選択肢を書いていますが、これが

妥当なのかちょっと自信がありません。 

（委員） 

幼稚園についてということですか。 

（事務局） 

あとは横浜のほうに通勤していて、最初から横浜の保育園を選ばれる

人がいると思います。 

（委員） 

幼稚園で考えると、３と４の選択肢は幼稚園を決める決定打みたいな

感じです。葉山で町外を選ぶ人は、例えば、かぐのみ幼稚園スタイルが

好きとか、独自のサービスとか幼稚園の質が良いということで決めてい

るので、質問自体はこれでよいと思います。 

（委員） 

ちょっと事務局に聞きたいのですが、電子システム構築のための事前

調査というのが今の話ですよね。電子システムというのは何ですか。役

所でよく使う住民税とか保育料の算定とか住民記録とか印鑑とか、いわ

ゆる基幹系のシステムの構築の意味でよいのですよね。 

（事務局） 

そうです。 

（委員） 

資料に保育の必要量の認定とか書いてあるから、介護保険でいえば要

介護５とかそんな意味の判定をする、保育所に必要なレベルを決める基

礎資料にするのですよね。そうすると、公園がいるとかいらないとかの

話はシステムの構築と結びつかなかったのですよ。数字的なことでチェ

ックをして、この家庭は何ポイントだから認定の何段階とか、この家庭

はまだ保育所に入るためのレベルが足りないとか、そういうシステムを

つくるためのものであれば、あまり公園の話はなじまない気がします。

いわゆるＮＥＣなどのベンダーにパッケージがあって、それと見比べて
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作ったりすると思っていたのですが。あまり質問項目が多すぎても 70％

近く回収率を上げたいと言っていますが、どこかのベンダーが開発する

のにこの調査結果は使うのですよね。 

（事務局） 

調査には２つ目的があって、それが資料３に概要として書いてありま

す。まずは電子システムの基礎資料にする。それと兼ねて、今回新しく

作る子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査を行います。 

これは神奈川県内統一の動きで、県下の市町村はすべて、システム調

査と合わせてニーズ調査をすることになっています。この機会に、国の

示した調査票＋アルファで独自のことが聞けたらよいのではないかと

いうことで一緒に検討を行っています。 

（委員） 

一緒にやるとちょっとわからなくなることがあるかと思うのです。一

生懸命議論しているのはよいのですが、システムに必要なデータベース

を集めるということは、保育に必要な仕組みをつくるためのデータをそ

ろえることですよね。公園がいるとかいらないとかは、あまりシステム

を構築する上では必要ない数字かと思うのですが。 

（委員） 

委員が言っていることは本当にそうだと思う。介護保険の世界だと全

国一致してできているのです。だけど、こうやって会議をして、例えば

公園の話がありましたが、こうした細かいことまで議論できる、これが

葉山の良さなのですよね。小さい地域でそして具体的にこうしたほう方

がいいというご意見をいただくことができる。たしかに機械的に何ポイ

ントとかいう意味では、必要ないのでしょうけど。 

（会長） 

今事務局が言ったとおりで、２つの目的があって、１つがデータベー

スの管理、それとニーズ調査です。ニーズ調査として、国の示したもの

だけではなく自治体によって付け加えてよいということがあるので、こ

うした話をしているわけで、葉山については子どもの遊び場について聞

きたいということなので、それはよいのではないですか。 

（会長） 

他にご意見はありますか。 

（委員） 

整理番号の 2-2-13 についてです。先ほど放課後の利用のところでも

自由度の話がありましたが、利用していないことの原因は様々です。

何々はあったら希望したいとか、この何々の部分を聞かなければ、本当
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のニーズはとれないし、現状も変わらないと思います。今回は量の調査

が主ということですが、このあたりは別の方法で吸い上げとか反映をし

ていただけるのですか。今、保護者の会長をやっていまして、意見を吸

い上げるのはよいのですが、やはりどこまで活用されるのかは気になり

ます。 

（事務局） 

整理番号 2-2-13 について、事務局としては、学童クラブを利用しな

い人にはどうして利用しないのか詳しく聞いた方がよい、そうした趣旨

と理解しています。今回の調査の学童クラブに関する質問は、今５歳児

の方の将来的なニーズを把握することが主眼になっていまして、実際に

はまだ利用していない人なので、あまり細かく設定できないという事情

があります。 

この後説明しますが、小学生の保護者に対しては学童クラブに関する

質問を中心とした別の調査を実施することになっています。この中でよ

り具体的な質問を設定できたらよいのではないかと事務局の中では整

理しました。 

（委員） 

学童クラブについて、全体的なことや量と質のことが気になっていま

す。どう反映されていくのでしょうか。 

（事務局） 

実は、我々もどのように作業していくか不明な点が多くあります。こ

のあと調査、集計して、どのように計画に反映して準備していくかとい

うことも、国の様子をみながらということになります。具体化したとこ

ろで、またお話させていただきます。 

（委員） 

２つあります。 

１つは今の学童の件についてで、もしかしたら個人的な意見かもしれ

ないですし、夢のようなことなのでやめようとも思ったのですが、後悔

するので発言させていただきます。 

保育園で学童もやっていて、人数は 30 人弱ですが、１年生から６年

生まで一緒に生活をしていていろんなことが起きるのですね。１年生か

ら６年生まで違う学年の子が生活しているので、６年生にしてみたら教

えてあげようとしたことが１年生にしてみたら怖かったということが

あります。では、どういうふうに教えたら伝わるかとか、日々いろんな

ことがあります。６年生が中学生になって、卒業した後もちょこちょこ

遊びに来ることがあります。子どもたちも中学校に行ったら学童の友達
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が同じ部活にいたり、町で会うこともあります。中学生になってからも

よりどころにしてくれることがすごく感じられる。やっぱり６年生まで

学童をやることの意味がすごくあるなと思うことと、上下の関わりが今

の子どもたちにとても大事かなと思っています。おひさま保育室さんも

言っていますが、少人数でやっていればよいということではなくて、葉

山町全体の子育てを考えていくということはとても大事だなと。だから、

いろんな理由で小学校で学童をやってほしいと思います。各家庭によっ

て遠いからとかいろんな理由がある。葉山の子育てを考えたときに学校

で学童ができたらとてもいいと思う。今後、学童を考えていくうえで一

つの意見としてとどめていただけたらと思います。 

そして、もう１つはアンケートのことなのですが、全部答えるのはと

ても大変だと思います。読ませていただくだけでとても大変です。もち

ろん全家庭に子どもの数を答えていただくことは必要だと思いますが、

共通する項目については質問する部分は１つだけ書けばよいとか、工夫

があってもよいと思うのですが。 

（事務局） 

記名式ではないので、戻ってきたときに区別できないのです。 

（委員） 

３人兄弟がいたら、３通ということですか。 

（事務局） 

そうです。お子さんごとの宛名になります。 

（会長） 

時間も限られていますので、ニーズ調査についての議論はここまでと

します。今日の議論をふまえて、事務局の方で修正したものをまた委員

にお渡しいただけたらと思います。 

 

② 就学後児童ニーズ調査の実施について 

（会長） 

では、次に議題２、就学後児童ニーズ調査について説明をお願いしま

す。 

（事務局） 

資料６です。新しい子ども・子育て支援事業計画をつくる際に、小学

生の保護者向けにもニーズ調査をさせていただきます。対象者は、小学

生の保護者約 2,000 名ぐらいです。調査票は、小学校を通じて配布し、

小学校を通じて回収します。調査項目は、基本的には学童クラブを中心

とした項目を聞かせていただきます。あまりボリュームがでないように
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Ａ３表裏 1枚、Ａ４でいうと折りたたんで４ページぐらいです。こちら

については、12月ごろの実施を予定しています。 

９月の初めに校長先生の会議に、この調査についての話をしたばかり

で、調査票の内容、保護者への依頼文は未作成です。次回詳しいものを

お示しし、議論したいと思っています。 

それとは別に、資料 10 です。先日、学童クラブを利用されている方

へのアンケートを行いまして、今現在のアンケート結果になります。参

考にご覧いただければと思います。 

（会長） 

何かご意見ありますか。 

（特になし） 

 

（４）情報提供 

（会長） 

最後に情報提供として事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

学童クラブの話は、先ほどさせていただいたので、ここでは保育所の

法人の募集と待機児童解消加速化プランの説明をさせていただきます。 

まず、資料７です。昨年から民間保育所設置運営法人の募集をしてお

りまして、２回募集して、結果不成立だったことをまとめたものです。

１回目と２回目で条件を変えて募集しましたが、応募してくださる事業

者さんがいなくて、他に手立てをと検討しているところでした。 

お配りした新聞記事にも出ていますが、待機児童解消加速化プランの

中に国有地を活用した保育所整備というメニューがあります。これを活

用しまして、国の旧大蔵省の保養所が堀内にあるのですが、そこを国か

ら借りて土地を確保しようとしている状況です。その上で、新しく保育

所を運営していただける事業者さんがいないか、あらためて募集させて

いただく予定です。この件については、まだ国の方から正式な回答が来

ていないことと、建物の解体等がありますので、具体的な話まではもう

少し時間がかかります。 

待機児童解消加速化プランについては、資料９で国の状況と考え方、

それから、手を挙げている自治体がわかるようになっています。こちら

はあとでご覧ください。 

（委員） 

回覧板がまわったという話を聞いたのですが、どういう回覧ですか。 

（事務局） 
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回覧板を配ったのは、森戸荘のある森戸町内会、通りをはさんだ真名

瀬町内会、交通の便を考え小学校から入っていくところの向原町内会の

３つです。 

森戸町内会からは、何年か前に森戸荘跡地を公園や避難場所として使

わせてほしいという陳情が、議会や町長に出ていました。地元の町内会

からそういうご意見があったのですが、今回、国の新しいプランが出て、

国有地であっても保育所に限って利用することができるようになりま

した。 

過去２回の募集をして、うまくいかなかった１つの原因は、土地を提

供しないで、また情報も得ないでやったことがあると思います。 

あそこの土地を使って保育所をやっていきたいという方向で話を進

めたいのですが、地元の理解をいただきたいという趣旨の回覧板です。 

（委員） 

広さはどれくらいですか。 

（事務局） 

1,500 平米です。 

（委員） 

どのあたりなのですか。 

（事務局） 

葉山小の先の魚富から入っていきます。 

（委員） 

光徳寺の先の右側です。 

（会長） 

国からはいつごろ承認される予定ですか。加速化プランには入ってい

るのですよね。 

（事務局） 

国は早めとは言っていますが、まだわかりません。 

（会長） 

開所するとしたら平成 26 年度ですよね。法人選定はもう始まってい

るのですか。 

（事務局） 

平成 26年度中の開所を目標にしています。これまで平成 26年の４月

開所を目指して２回募集してきました。 

（会長） 

開所する場合、60名でも結構規模が必要ですよね。 

 



27 
 

（５）閉会 

（会長） 

本日の議題の２つ目の就学後の児童ニーズ調査は、次回詳しくやりま

す。ここで進行を事務局に戻します。 

（事務局） 

ありがとうございました。本日の疑問点と修正した調査票については、

また議事録とあわせて意見照会させていただきます。 

次回は 11月から 12月に開催させていただきます。日程の候補を可能

な限り教えていただければと思います。11月 25 日の月曜日の 10時から

15時の間、12月 16 日の午前中はいかがですか。 

（日程調整） 

11 月 25 日の月曜日の 10 時から 12 時でよろしいでしょうか。場所は

また、連絡します。 

（事務局） 

貴重な意見をたくさんいただきありがとうございました。また次回よ

ろしくお願いします。 

（以 上） 


